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和気署管内でも労働者からの「ハラスメント」「年休」「休憩」「定期賃金不払」 
「賃金不払残業」などの相談が多くなっています。労働災害も現在、増加中です。 

 

 

和気労働基準監督署からのお知らせ（ 2023 年 春 号 ）  
～人材確保、定着率 UP のためにも、働きやすい職場、働きがいのある職場づくりを～ 
～ 災害（転倒、墜落・転落）が増加しています。今一度、安全衛生管理の再確認を ～  

 
１ 働きやすい職場、働きがいのある職場づくり  

(1) 離職率を高める職場環境要因   
   
 
 
 

 

 

 

  
 

(2) 人材確保、職場定着率向上には…   
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

急速な少子高齢化、労働力人口の減少 

企業の競争力や持続的な価値の向上を図るには、労働者の 
成長機会を生み出し、一人あたりの生産高を高めることが不可欠 

人への投資（新しい資本主義に向けた改革）  
労働者のリスキリング（学び直し）や賃上げ、職場環境の改善、
多様な働き方の推進などを通じて、企業が従業員の働きやすさや
働きがいを高めることで、企業価値の向上につなげる。 
 

「長時間労働」 
 長時間労働は、健康の確保を困難に
します。また、仕事と家庭生活との両立
を困難にし、少子化の原因や女性のキャ
リア形成を阻む原因、男性の家庭参加を
阻む原因ともなります。 

「正規・非正規間の不合理な処遇の差」   
正規・非正規労働者の間に不合理な処遇

の差があると、非正規労働者は正当な処遇
がなされていないという気持ちとなり、頑
張ろうという意欲をなくしてしまいます。 

職場におけるさまざまな問題 

人材確保 職場定着率向上 企業の業績向上 

ハラスメント 
長時間労働・休日出勤 

賃金不払残業 

休憩・年休が取れない 

危険、不衛生な職場 

など 

など 

賃金等の労働条件 評価・働きがい 

休憩・年休が取りづらい等の
職場環境のままだと人材流出
につながります。 
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(3) 働きやすい職場、働きがいのある職場づくりに取り組みましょう  
まずは、自社の労務管理・安全衛生管理などの問題点を把握して、 

各種支援を活用しながら、改善を図りましょう。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
２ 改正労基法等による長時間労働の抑制及び過重労働による健康障害防止 

中小企業、適用猶予業務等を中心とする働き方改革の推進 について  
(1) 中小企業に対する月 60 時間超の時間外労働割増賃金率 UP の適用 
 
   
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

１か月 60 時間を超える法定時間外労働を行った労働者の健康を確保するた
め、引き上げ分の割増賃金支払いの代わりに、労使協定を結んで、引上げ分の割
増賃金の代わりに有給の休暇（代替休暇）を付与することもできます。  
 まとまった単位で与えることによって労働者の休息の機会を確保する観点から
１日、半日、１日または半日のいずれかによって与えることとされています。 

代替休暇に関する 
パンフレットは 
こちらをご覧下さい⇒ 

引き上げのお知らせ 
パンフレットは 
こちらをご覧下さい⇒ 

【参考】 
「就業規則 
の規定例｣⇒ 

☑「スタートアップ労働条件」 
自社の労務管理・安全衛生管理

の内容について診断ができるほ
か、関連情報提示や 36 協定届な
どの作成支援が受けられます。 

☑「確かめよう労働条件」 
労働基準法等の基礎知識、相談

窓口等の情報を発信し、労働条件
に関する質問に答えるポータルサ
イトです。 

☑ 岡山働き方改革推進支援センター 
働き方改革に関する様々な課題

に対応するワンストップ相談窓口
として、社労士等の専門家が中小
企業事業主の方からの労務管理上
の相談に応じています。 
 

☑ 岡山県よろず支援拠点 
平成 26 年 6 月より国が全国に 

設置した“無料”経営相談所です。  
 売上拡大、販路拡大、事業計画、
経営改善など、経営上のあらゆる 
お悩みの相談に対応します。 
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(2)  時間外労働の上限規制の適用猶予事業・業務への適用 
 

時間外労働の上限規制 
大企業 2019 年 4 月 1 日～  
中小企業 2020 年 4 月 1 日～） 

 

 

 

 

 

 

 
       

上限規制の適用猶予事業・業務  
     建設事業、自動車運転の業務、医師 2024 年 4 月 1 日～ 
 
 
事業・業務 猶予期間終了後の取扱い（2024 年 4 月以降） 

工作物の建設の事業 
 災害時における復旧及び復興の事業を除き、上限規制がすべて適用されます。 
 災害時における復旧及び復興の事業には、時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、
２～６ヶ月平均80時間以内とする規制は適用されません。 

自動車運転の業務 

 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外労働の上限が年960時間となります。 
 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～6ヶ月平均80時間以内とする規制が 
適用されません。 
 時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ月までとする規制は適用されません。 

医業に従事する医師 

 特別条項付き36協定を締結する場合の年間の時間外・休日労働の上限が最大1860時間（※）となります。 
 時間外労働と休日労働の合計について、月100時間未満、２～6ヶ月平均80時間以内とする規制が適用され
ません。時間外労働が月45時間を超えることができるのは年６ヶ月までとする規制は適用されません。 
 医療法等に追加的健康確保措置に関する定めがあります。 
 
※特別条項付き36協定を締結する場合、特別延長時間の上限（36協定上定めることができる時間の上限）に
ついては、Ａ水準、連携Ｂ水準では、年960時間（休日労働含む）、Ｂ水準、Ｃ水準では、年1,860時間
（休日労働含む）となります。 
 なお、医業に従事する医師については、特別延長時間の範囲内であっても、個人に対する時間外・休日労働
時間の上限として副業・兼業先の労働時間も通算して、時間外・休日労働を、Ａ水準では、年960時間/月
100時間未満（例外的につき100時間未満の上限が適用されない場合がある）、Ｂ・連携Ｂ水準・Ｃ水準で
は、年1,860時間/月100時間未満（例外的に月100時間未満の上限が適用されない場合がある）とする必
要があります。  

 

詳しくは、働き方改革特設
サイト「時間外労働の上限
規制」をご覧下さい⇒ 

適用猶予業種等への支援策や各種助成金など 
詳しくは、厚生労働省 HP「時間外労働の上限 
規制の適用猶予事業・業務」をご覧下さい⇒ 

適用猶予事業等の令和６年 4
月 1 日以降の 36 協定届の新
様式が UP されました。⇒ 
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日常生活や事業活動に不可欠な社会インフラである「物流」の維持のため、 
ご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
(３)「構造的な賃上げ」の実現、「同一労働同一賃金」の遵守の周知 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、周知パンフレット
「STOP︕長時間の荷待ち」を 
ご覧下さい⇒ 
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４ 管内の労働災害の発生状況等に応じた労働災害の防止について 

 
(1) 和気署管内の災害発生状況  
 

管内休業４日以上災害(コロナ除く) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

20年 21年 22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年 30年 令和元年 令和２年 令和３年
令和４年

（速報値）

全業種 143(7) 88(2) 94(2) 94(0) 106(3) 97(0) 93(0) 99(1) 102(1) 100(1) 98(0) 101(0) 95(0) 115（1） 90（1）
製造業 51(1) 28(0) 37(1) 33(0) 40(1) 38(0) 41(0) 42(0) 35(0) 41(1) 38(0) 39(0) 36(0) 39（0） 33（0）
建設業 28(2) 13(0) 15(0) 16(0) 10(1) 19(0) 11(0) 12(0) 12(0) 13(0) 6(0) 11(0) 12(0) 11（1） 12（1）

道路貨物 16(0) 15(2) 12(1) 15(0) 19(0) 15(0) 9(0) 10(0) 19(1) 9(0) 15(0) 7(0) 10(0) 12（0） 8（0）
第三次 40(4) 21(0) 19(0) 23(0) 30(0) 19(0) 20(2) 30(1) 29(0) 29(0) 29(0) 36(0) 33(0) 41（0） 33（0）
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今年の管内休業４日以上災害(コロナ除く) ４月末時点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
☑ 昨年同時期よりも 災害発生件数が増加  
☑ 第三次産業（転倒、墜落）、道路貨物運送業（墜落、交通事故）、 

食料品製造業（はさまれ・巻き込まれ、墜落）で増加  
☑ 事故の型別 

墜落・転落        10 件 
転倒           10 件 
動作の反動、無理な動作  04 件 

 
 

 (2) 墜落・転落災害   
☑ 建設工事現場では死亡災害も発生 

⇒ 墜落防止措置の徹底を︕スレート屋根等の踏み抜きにも注意︕   
☑ 第三次産業、道路貨物運送業でも発生   
☑ 脚立やはしご、運転席・トラック荷台など、比較的低い位置からの

墜落災害も増加   
☑ 低所からの墜落・転落でも、長期間の休業を要する事案も多い。  

 
  

★｢はしごや脚立から 
の墜落・転落災害を 
なくしましょう︕｣⇒ 

★チェックリスト 
｢はしごを使う前に 
脚立を使う前に｣⇒ 

★｢安全帯が「墜落 
制止用器具」に変わ 
ります︕︕｣⇒ 

法令が求める措置講じていますか？ 
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 (3) 転倒災害などの行動災害 
 

 
行動災害とは 

 ⇒「転倒」や 腰痛 等の「動作の反動・無理な動作」など、 
職場における労働者の作業行動を起因とする労働災害のこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国的にみても… 
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行動災害の対策 ⇒ 「気を付けて」で留まっていることが多い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひとたび発生すると経営問題にも直結 

★実際の休業期間は休業見込より長くなることが多い 

【参考】行動災害予防の取り組み事例等をご紹介しています。 
岡山労働局 HP｢備北地区行動災害ゼロ運動を実施します｣⇒ 
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５ その他「法令改正等のお知らせ」 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

和気労働基準監督署 
Wake Labour Standards Inspection Office 

【 最後に 】   
 和気労働基準監督署では、この他にも、 

労務関係では、 
 ◎労働時間の適正把握及び賃金不払残業の防止 

◎年次有給休暇制度の適正な運用と年休取得率向上 など 
安全衛生関係では、 
◎化学物質による健康障害防止対策（新たな化学物質規制の周知など） 
◎石綿による健康障害防止対策 
◎粉じん障害防止対策（第 10 次粉じん障害防止総合対策の推進） 
◎メンタルヘルス対策及びパワーハラスメント対策 
◎熱中症対策 
◎騒音障害防止対策（改正ガイドラインの周知） 
◎個人事業主等に対する安全衛生対策の推進    など 
にも取り組んでいます。  
 ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

【法令改正等のお知らせ】 
 
2023 年 4 月より安衛法の「新たな化学物質規制」が施行されています。 
 化学物質による休業４日以上の労働災害（がん等の遅発性疾病を除く）の原因となっ
た化学物質の多くは、化学物質関係の特別規則※の規制の対象外となっています。  
 本改正は、これら規制の対象外であった有害な化学物質を主な対象として、国による
ばく露の上限となる基準の策定、危険性・有害性情報の伝達の整備拡充等を前提とし
て、事業者が、リスクアセスメントの結果に基づき、ばく露防止のための措置を適切に
実施する制度を導入するものです。 
 ※ 特定化学物質障害予防規則、有機溶剤中毒予防規則、鉛中毒予防規則、四アルキル鉛中毒予防規則 
 
 
 
 
騒音障害防止のためのガイドラインが改訂されました。 
 騒音障害防止対策の管理者の選任、騒音レベルの新しい測定方法（個人ばく露測定と
推計）の追加、聴覚保護具の選定基準の明示、騒音健康診断の検査項目の見直しなどが
行われています。大きい音にさらされ続けると、耳の機能が損なわれて難聴になること
があります。大切な耳を守るため、職場における騒音対策に取り組みましょう。 
 
 
 
 
昇降設備の設置及び保護帽の着用が必要な貨物自動車の範囲の拡大等 
 今年 10 月 1 日から、貨物自動車に荷を積み卸す作業を行うときに、昇降設備の設置
や保護帽の着用が義務付けられる貨物自動車の範囲が、最大積載量 2 トン以上の貨物自
動車となります。 

※  最大積載量が2トン以上5 トン未満の貨物自動車で保護帽の着用が義務づけられるのは、あおりのない荷台を
有する貨物自動車、平ボディ車、ウイング車など、荷台の側面が開放できるものや、テールゲートリフターが設置
されている貨物自動車で、テールゲートリフターを使用するときに限られます。 

 令和 6 年 2 月 1 日からは、貨物自動車に設置されているテールゲートリフターを使用
して荷を積み卸す作業におけるテールゲートリフターの操作の業務が、労働安全衛生法
第 59 条第 3 項に基づく特別教育の対象となります。 

★厚生労働省 HP｢化学物質 
による労働災害防止のため 
の新たな規制について｣⇒ 

★厚生労働省 HP｢化学物質 
管理に関する相談窓口・訪 
問指導のご案内｣⇒ 

★ ｢職場における 
新たな化学物質規制 
が導入されます｣⇒ 

★「騒音障害防止の 
ためのガイドライン 
を改訂しました～｣⇒ 

★改訂ガイドラインの全文や解説、改訂内容に 
関する資料など、詳しくは、 厚生労働省 HP  
｢ 騒音障害防止対策 ｣へ⇒ 

30℃を超える日が
出始めました。 

暑さに慣れていない
この時期は特に危険で
す。熱中症予防対策を
お願いします。 

詳しくは⇒ 
 


